
STEP１：QRコード読み取り

STEP6：申請理由の選択
例）⑥児童扶養手当証書

STEP7：オンライン費の申請 STEP8：就学奨励費の申請

もしくは

⇒ 確認 ⇒ 送信 ⇒お知らせ　同意

※STEP2で入力したメールアドレスに送信完了メールが届きます。大切に保管してください。

STEP4：対象児童生徒情報入力
　　　　（2人以上の場合全員分入力）     　就学援助費・特別支援教育就学奨励費

　　　電子申請　入力手順

　　　インターネットで申請が完結！

⇒

STEP5：その他の世帯員
　　情報入力（全員分）

※令和８年1月１日現
在清瀬市に住民登録が
ない方は、申請書とは
別に令和８年6月３０
日（火）までに令和８
年度住民税課税・非課
税証明書（令和８年1
月1日現在の住民登録
地で取得）を提出して
ください。

STEP9

受付完了！！

④～⑥にチェックが
付いた方は写真添付

対象となる児童・生徒に「特別支援教育就学奨励費
のお知らせ」が配布されていますので、申請をお願
いします。

※ドメイン指定受信（迷惑メール受信防止）されている方は、＠logoform.jpの解除をお願いします。
また、審査上追加書類の提供ご案内メールをお送りすることがございます。@city.kiyose.lg.jpの解除もお願
いします。

QRコードを読み込む

⇒送られてきたメール内のURLを開く

STEP2：申請者情報入力

STEP3：口座情報入力

奨励費対象の児童・生徒への通学等に関する質問へ
お進みください。

⇒メールアドレス送信

口座番号・

名義人欄が

わかる所

キャッシュ

カード

通帳 表面
通帳

見開き

証書名・

名前・住所が

わかる所


